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育
児
休
業
の
取
得
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
、
以
下
「
育
介
法
」
と
い
う
。
）
及
び
「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
」
（
平
成
三
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号
、
以
下
「
育
介
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
、
育
児
休
業

の
取
得
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

育
介
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
趣
旨
は
何
か
。
ま
た
、
労
働
者
や
事
業
主
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
て

こ
の
項
を
規
定
し
た
の
か
。

二

ま
た
、
育
介
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
明
示
に
つ
い
て
努
力
義
務
と
し
、
義
務
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。

三

育
介
法
第
二
十
一
条
第
二
項
は
、
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
主
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
。

四

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
、
以
下
「
労
基
法
」
と
い
う
。
）
第
九
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
就
業
規

則
は
、
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
。

五

労
基
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
者
か
ら
行
政
官
庁
に
届
け
出
ら
れ
た
就
業
規
則
の
中
で
、
育
児
休
業
の
規

定
を
定
め
て
い
る
割
合
は
何
割
か
。

一



六

就
業
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
労
働
者
は
育
介
法
に
基
づ
く
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

七

育
介
法
及
び
育
介
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
育
児
休
業
申
出
書
は
、
そ
の
提
出
を
も
っ
て
、
事
業
主
が
そ
の
期
間
の
育
児

休
業
の
取
得
を
合
意
し
た
と
み
な
さ
れ
る
か
。
ま
た
、
労
働
者
が
育
児
休
業
申
出
書
の
控
え
（
コ
ピ
ー
）
を
保
管
す
る
こ
と

に
よ
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
育
介
法
第
十
条
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
不
利
益
な
取
扱
い
を
防
止
す
る
こ
と
に
な
る

か
。

八

育
介
法
第
二
十
一
条
第
二
項
が
想
定
し
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
例
示
さ
れ
て
い
る
雛
形
と
同
内
容
の
育
児

休
業
取
扱
書
を
、
書
面
に
よ
り
事
業
主
が
労
働
者
に
明
示
し
た
場
合
、
育
介
法
第
十
条
に
規
定
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
を
防

止
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
の
か
。

九

七
と
八
で
質
問
し
た
育
児
休
業
申
出
書
と
育
児
休
業
取
扱
書
を
労
働
者
が
持
っ
て
い
た
場
合
、
育
介
法
第
十
条
に
規
定
す

る
不
利
益
な
取
扱
い
を
防
止
す
る
効
果
が
、
よ
り
高
い
の
は
ど
ち
ら
か
。

十

育
児
休
業
取
扱
書
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
事
業
主
に
ど
の
よ
う
な
負
担
が
生
じ
る
か
。

十
一

育
児
休
業
申
出
書
の
保
管
は
、
紛
争
の
未
然
防
止
に
役
立
つ
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
役
立
つ
の
で
あ
れ
ば
そ

れ
は
何
故
か
。

二



十
二

育
児
休
業
取
扱
書
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
紛
争
の
未
然
防
止
に
役
立
つ
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
役
立
つ
の
で

あ
れ
ば
そ
れ
は
何
故
か
。

右
質
問
す
る
。

三


